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於て は吾人新式蒸溜業者は 、 最早一
日 も隱

忍 を許 され な くなつ ナこ こ とを足下 に告ぐ る

もので ある。

　而 して 足下は俺 出税制の根幹ナこ る べ き3

ケ月後拂 を固執 する事 な く言 を瞹昧に して

翌月拂を是認 し 、 表面的單純 な る庫 出税制
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を全 國酒造家に承認強要せ ん とするが如き

は足
一
ドこ そ總會の決議を算重せ す獨斷越權

の沙汰と云 は ざる を得 す 。

　吾人 は茲 に足 Fの措置、言明を極 めて遺

憾 と し、敢而足 下の 反省を促す もの である

庫 出 課 税 に 反 對 す

　 　 　　 　 1

　 庫 tlG課税 問題を可 決せ る 、 全國酒造聯合

會中央會なる もの は 、如何なる もので 、 又

其の決議權を有する代議員なる ものは 如何

な る入 逹 で あ るか ？

　 之 に對す る明快 なる答辯は 、 業界に於 け

る此の 問題 を是非す る新聞紙 の 論調が充分

讒 して ゐ る と思ふ ， この 間の淌息 を深 く省

み る 時 は 、一臥議浪せ られた議案を掴へ 來

た つ て 、 そ の 根本に溯つ て 論及 して も決 し

て組合の統制 を亂 る もの で もな ければ 、 叉

異端者視 され る筋合 の もの で は な い と弧 く

信す る ものである。

　 我 々 一小酒造家が、此の 中央會な る機關

を通 じて 爲 し得 る 意 志表示 は如何程 の 量で

あるか と考 へ る に、我 々 が國家の
一

員 と し

て議會に反映せ しめ 得 る 、それ よ りも更 に

困難な りとせ ざるを得 ない Q

　此 の 僅か壹 萬足 らす の會員を構成分子 と

す る中央會 に 於て 、直接 議案を煉 る代議員

は 、 い つれ も入望 ある 人 格者で 、 勿論業界

に於 ける練逹の 諸 lrで はあ らうが ， 毎度 の

大會 に如斯 く盛 り澤山の 議案を短時 間の 間

下　　 岡　　 正　　 人

に 、 仔細に檢討 し盡 し得 る もの とは考へ ら

れ な い 、 我 k 　
− rv酒造業者の聲 を正 しく聞

い て簡 明に 、 其の大要 を把握 して 卒直に言

はん とする處を 貰徹せ しめん とす るだけの

誠意があ るだ ら うか と問ふ に 、心か ら然 り

と言 ひ切 る丈けの信念 を有 つ て ゐ る代議員

が幾人 あ ら う。 叉其の誠意 は十 二 分にあつ

て も、之を 充分咀 嚼吟味 して 落付か しむ べ

き處 に落付 か せ しめ る 力景手腕に於 て 、 頼

むに足 る入逹であ らうか と言ふ に 、 之亦 隨

分 と疑 問で ある 。

　所謂人 絡者で 、地方 に於 け る 則産家の 日．

那樣で ある 之 等の代議員の大 多數は 、 決 し

て才幹識見の優れ た者のみ選ばれ てを る の

では な い 。

　細胞 も口が經 つ と老廢物質が貯つ て細胞

そ れ 自體の生命 を危 くす る ・ 組織 も長年月

を閲す と腐敗分子 が組織の崩解作 用を促進

す る様にな る 。

　仍で粕理 屈を憶面 も無 く捏ね廻 す小慧 し

い 一言居 ：1：の 徒輩が横行濶歩 して 手葡味噌

を擔ぎ出す、之等 こ そ中央 會を汚濁す る バ

チ ル ス で あつ て 、 彼等輩 に全 國壼萬 の酒造

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



The Society for Bioscience and Bioengineering, Japan

NII-Electronic Library Service

The 　Sooiety 　for 　Biosoienoe 　and 　Bioengineering 厂　Japan

678 時

家の 安危 を捲は しめ 、 持 ち合 は さぬ 抱 員と

穿 き違 つ て ゐ る誠意に頼 らん か 、i气年 河清

を待つ の 愚に等 しい と斷す べ きで あ らう。

　彼等は中央 曾の威嚴を守 る事を知 つ て 1

之を構成す る
一
般酒造家の安寧幸福を念願

とすべ き根本精祠1を忘れ 果てた か の 觀があ

る 。 中 央倉 と云 ふ 大伽 藍に 1恨が眩んで 、 其

の金 箔の只管剥け ざ らん 事 に の み 汲々 とし

て 、 此の組織の最 ド層に在 る蔭れ ナこ礎石 の

グ ラ ・付 くの に氣が著 か ぬ 。 　 　 　 　 　
・

　 　　 　 　2

　 庫 出講税の純理論 的究明を爲すには 自か

ら他 に人があ らう 、 我 々 同業者は間接淌費

税本來 の性質を常識以 上 に亘つ て 、即 ち專

問的に研究 し得 る 者で もなけれ ばうζす る の

要 もな い 、 只之の 結果 、 我 等の 利害關係に

及ぼす處 と比較研究すれ ば足 る 、中央會 0）

主眼 とすべ き黙 も亦懸 つ て此處に あ る もの

と信す る 。

　 間接税木來の意莪で あ る税 の淌費者 へ の

圓滑 な る轉化の 行はれ ぬ 處に 、現代酒造業

者の惱みがあ る 。 これが爲め に酒專賣案が

現れ た り 、 或 叉從價課税論 （日 、 醸 、雜 、第

　25第9− 11月木村氏、等が飛びMtした りす

る 0）で ある 。

　 政府は税金 を澤 lll徴 リナこ い ので あ る 、 そ

　して 其の徴視 の基礎を安固な らしめた い の

で あ る 。 然 し之は酒造家の 桔 とな り、売れ

ん と して も
．
免れ得 る もの で は な い 、現行 法

の 酒造税納期に關 して も種 々 と考 究 され ナこ

けれ ど も， 現行 法に代 る如何 なる妙案 も出

て來 ぬ 、徴 られねば な らぬ 税金 と云 ふ 重 荷

を脊員つ て 、 如何 に肩 を鑰ぶ つ て見ナこ と こ

うが覆 さつ ナこ重味は變 らぬ 、 そ こ で 同 じ淌

費税仲閙に 眼を向轉けナこ 、そ こ に織物淌費

税があ つ ナこ、砂糖淌費税があつ た 、彼等の庫

出課秕 と云 ふ 奴 は と録 々 研究 もしな い で苦

しまぎれ に飛び付 い テこ もの が之の庫 出税で

はあ る ま い か o

　酒 の特殊 性を知る もの な らば 、 叉 もう少

し冷靜に
一歩退い て總て の揚合 を篤 くと考

へ た な らば 、 自分の 手で 自分 の 首を絞 め上

け る樣な
AI

　 FIの 破 目には陷 らな くて 濟んだ

で あ ら うに 。

　此の 1市出課税 が第14回酒造聯合會 中央 大

會可決にせ られ てか ら、 植村氏 （日 、 醸、

雜 、昭和 3 、8、）小野寺氏 （日 、醸灘 、 昭和

3、3 、）木村氏 （日 、醸 、雜 、昭和3、6）等の オ；｝1

當聞 くべ き反對論が公表 されて 居 る 、 之等

に比 して 只抽象的言辭の みを弄 して v 大 聾

叱呼 して ゐ る庫出秕賛成説の 妬き、その理

rl
．
1の 貧弱にに して意味を爲 さざ る誠にes　il’、

千萬の至 り 、 齒牙 にか くの 要を認 め ぬ 、 例

へ ば全 國酒造 聯合大 會第15回總會 （昭和 3，

5、）に於て な された る 、 庫出税實施促 進の

件の理 由書を掲 ぐれば。

酒造税怯第 6條庫出秕 二改正 ス ル ハ ー般酒造 業

者 ノ 希望 ス ル 所；シ デ 既 昌 去 ル 第 14tp】定時總會

　；於 デ 可決確定 シ タ ル ニ未 ダ是 レ ガ 實施 ノ 機運

　二至 ラ ザ ル ハ 誠 二遺憾 ト ス ル 所 ヂリ 、 思 フ 昌經

1齊界 ノ不 振 ハ盆 々 深甚 ヲ 極 メ テ 其 ノ 底止 ス ル 所

　ヲ 知 ラ メ從 ツ デ 生産 ハ 過剰 シ 需 供 ハ 共 ノ 均 ヲ 失

　シ 市 價 ハ 暴落 シ 當業者 ノ 苦痛是 レ ヨ リ甚 シ キ ハ

　ナ シ 、此 ノ 難局 ヲ 打開 シ 以 テ 棺 互 昌 營業 ノ 目 的

　ヲ 逹 シ ．併セ ヂ共 存共 榮 ノ 美 果 ヲ 得 ゾ ト欲 セ バ

庫 出撹 ノ 實施 ヲ 促進 ス ル ニシ カ ズ依 ツ デ 本 組合
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ハ 決議 二 俵 り茲 二本案 ヲ提出 ス ル 屯 ノ ナ リ

　　　　　　　 （栃 水 ，山梨・廣島縣酒造組合）

　この淺溝に して 皮相の 見解に對 して は批

評の限 りで は ない 、 庫 出諜税は業 界濟度の

金 科玉 條 と思 ひ込み虎 る妄想正 に 噴飯 に値

す る ものがあ らう。

　　　　　 3

　以上の 郊き古 きもの に就 い て 反 駁を加 へ

る よ りも、 最 も新テこ し く庫 出課税 な さざ る

べ か らす とな して 、黄金井 中央 會長 よ り全

國酒造組合長並 に酒造組合聯合會長 に宛て

其の重大な りと稱する理 由を掲 けて之 が實

現 に結束を促 し た る 全文 を掲 け
噛
て 批判是正

す る 事にす る o

　 拜啓　時下愈 々 御清遖奉賀候陳者酒類庫出課

　 税制度の 實現方 に付て拭當業者多年 の 宿望 芝

　　して 過般の ma會t：於 て も滿場一
致 可決 ぜ られ

　 且 つ 政府當局 に 在 りて も亦現行 の 四期分納 に

　 因 ろ 弊害な除去 也 む ξす る 當業 者一般 の 希 望

　 を實現d しむ べ く目下 夫 々 審議研 究 中 に 在 ろ

　 は洵 に御同慶の 至 りに存候申す迄 もな く中央

　 會が多年庫出課税制度 を 要望 しPt　vj しは

　 1
、 酒類 の濫費な 爲 2者 續出 し延 て常 1；酒價

　 の著 しき値下げ ξ なり之が 爲
一

般當業者の蒙

　　る べ き損害額は現行法 に 依 vJ 或 る期間若干の

　 税金な 利用 す るの 利 益 よ vj も遙に 多 大 「s る も

　 の あ ろ こ S

　 2、　資金 の 運轉上税金な 利 用 す る 向に 在 りて

　　に酒類 の 需要如何 に拘は らす無理 絃 ろ 造 石 を

　　な すに 至 り一暦濫賣の 弊な 助 長 す ろ こ と

　 3 、庫出未濟の 酒顛に 對 しdel：毎年 三 月 以 降

　　0堆寺越酒に 封 し て は多 額な る硯金 の 立 替納附

　 Zk・Ptすの 要あ る こ ご

　 等 tle主 ナ：る理 由 ご し業界の 大局1：itみ 速 か に

　 庫出税制な賓現 して之 が弊害 三不 合理 ご を 除

、

679

去 し業界更生の 途な拓 くへ し ミ決 しれ ろ次第

に有 之 候然 るに 近時傳ふ る所 ［：依れ 1（毎年の

總會 に於て本決議の 爲さ｛
’
しt：る際 1；は何等異

説 を 唱ふ る こ t な か V丿し
一

部の 新式 蒸餾業者

が 多 年現 行 法 の下 に 比 較的多大 の 秕金 を利用

し逐1欠其の 造 石數 な 壻大 し來 tJ し もの な る の

rk　fe以 く庫 出税 制 の 實現々 陰 1：陽 ド 種 々 な ろ

手段に訴 へ て 之 な 阻止 tfむ ミ す る の 態度に 出

く或は各地方 に檄な發 し或 は新聞紙 上 な 利 川

し叉は各地 に遊読 して反對方 の勸誘に努む る

等劃策到 らざ るナ博 もの あ ろ
‘Pl：仄聞致候右

の如きに全 く中央會の決議な 逕守 すろの 誠意

lt乏 し く且 つ 甚 し く團體の統制 な棄すの緒果

な招來すべ 争行 僞 ミ も察 ぜ られ 深 く遺懸ミ す

ろ 所 に御座候就 て は此 際速 か に 貴管内各組合

員に 對 し遍 く叙上庫出税制 の 促 進を 決議す る

に 至 り し本來の精祚  充分 に徹底ぜ しめ徒 ら

に
一

部少數な る反對論煮の 煽動 に 附和 雷同す

る が如き 二 S な く斷 臼 して庫出税制の 實現

te期 し得 る樣特 に御配 慮相煩ほ し度此段得貴

意旁如期 二御座候　　　　　　　敬　具

追 て 口下 の 所 大 蔵省當局 の 庫出硯實施 に 對 す

る方 針の 大 要 に大 髀 別 紙 の 通 り承 知 致居 候條

御含置相成 度 此 旨申添 候

　　當局 にて 審議中 に係 る大要

L　 酒類庫出視制 の 實施 は歳入 年度の 都合上

4 月1日 よ リ實 行 す る 二 t

從て施行 最初の 酒造年度自 】o月至 3 月新酒 の

庫出石 數 に對す る納硯は大 體從來 の 納 硯 期 な

る 7」0、2、3月 に分納 す ろ ：ミ

L 　 装成石數に對す る現行 の法定滓引ヌ．は貯

藏減量は之な 其 の 儘 ξ し最後 の 庫出 t　ts　U）　tl

る月 に於 て 差引計算た な す こ ご

L 　庫出石數は毎月秘旬 ［二於 て 前月中の 石數

71e夫 々 申告 葎 求 め之 に鬢 し課税 す る ；ミ
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　 L 　翌 々 酒造年度 1：持越 すべ き酒類 に對 し て

　 は翌 酒造年度の 9 月ePI：庫出 し t：ろ もの t 看

　 做し課税す ろ こt

　 亅・　納視擔保は庫 出の 翌月納硯 の場合に現行

　 法 ts　uJ　 1石 に付：7 圓の 割合の 儘 ミ す る こ ご

　 1．　庫出課税は原則 t して幽しtこる翌 月末 日

　 迄に納税な爲すごミ

（附記）　此 の 點 に 付て は中央會 t して 相當期間

の徴斗女猫豫な規定 ぜ られすこき こ E 及施行 刧年度

に在りて は法改正 の爲特 に 納視資金 の謂逵 に支

障在r及 ぼ す業態の 向t：SSして に特に政府t：於て

一
般的 に適切 な ろ緩 和 の方針な 講 ぜ られ む ご t

な要望中な り

1、一酒類の濫賣が庫出課 税に よつ て無 くす

る爲めに 、 現 行法 に依 り或 る期問若干の税

金 を利用 し得 る利盆 よ り遙 かに多 大であ る

コゴ 々 一

　庫出課 税 にな る と濫賣が無 くなる か ？こ

れ は中央會幹部の一大 錯覺 であ らう。

　庫出税施行 を一紀元 として 、現金費買が

即時 に行は れ得 る もの であ ら うか 、 如何に

資木主義の 前 には因襲慣 習は蹴 し飛ばされ

る もの で ある とは云 へ
、 三 百餘年間の酒取

引が現金建 に な り得 る もの であ るか 如何か

今更禿筆 を煩はすの要 が無い 。

　特 に地方に 於い て 、 春繭は 庫躓税 に な ら

うが な る まい が春 で無 くて は 出來 まい b 米

は庫出税 にな つ て も毎月 自由に穫れ る
’
もの

では ない 、 10月を待たね ば實つ て くれ まい

人 爲で 天 候 を支配 せ ん として か 、 或は組織

の 力 を過 信して か 、こ の嚴然 た る事實 の前

に b これは亦言語同斷の想 と云 ふ べ き で

あ る 、一般農家の 大勢は 、 米 を措 い て 他に

確定的收 入が常時 ある もの と考 へ ろの であ

．
譁

る か而 も、餘獪綽 々 の農村 な らい ざ知 らす

今 日 の 不況 に 生命線上 に 沒 入す る と迄言

はれ る地方農民階級 に厘餘 の餘力が獪在 る

とで も思 つ て ゐ る の で あ る か 、庫出税 にな

らうとも全 國酒造家の 80％ は 、 舊來の盆 と

節季の 二大清算の定石 に よつ て 同收をせ ね

ば ならぬ と見 るのが先づ 至當ではなか ら う

力丶 その賣上 回收 さ へ 豫期の 結果を裏切 ら

れ て 來た數年來 の酒造界 で ある 、 庫 出税施

行 の 曉 、 そ の期 間の粉金立替 へ は絶射的 に

不可 避 の もので ある 、 この聞の税金 の立 替

に 困らぬ 造 酒 家な ら 、 現行法 に 於 て 原價を

割 るが如き濫賚は致 す まい 。

　 見當違 ひ も甚だ しい 、 これ では盆 々 濫賣

を助長せ ざるを得な くな る で はな い か 。

　 これ を稱 して 、 現行法 に依 り或 る期開若

干の税金 を利用す る の利盆 よ り遙か に大 な

る な ど とは 、 自を黒 と言ひ くる め る で無 く

て何 んで あ ら う。

　 そ れ と も、斯か る群小酒造 家は 1 口 も
lii・

く自滅せ よ と 、9　・j−　5 分 を突 き付 ける所存 で

ある のか 、 同業の 傘病人 に治 る 方法を 怠つ

て轢 の 注射を急 ぐと云ふ なら天 人共に許

さざる處 、 余 も亦言ふ を避 ける。

2、一資金 の運轉 上税金 を利用す る 向に在 り

て は需要 關係を無視せ る檜石 をな し云 々
一

　今 口、全 國に此の税金 利用否 活lljせ ない

酒造家が何軒ある と思ふ か 、 書かん が爲 め

に筆を舞 はすな ら兎 も角 、 驚 く可 き妄言 と

言は ざるを得な い 。

　酒造 業は世 間態や 、見榮 です る 仕 事で は

な い 、 利潤を追ふ 一
つ の商費 では無い か 、

か N る問題 を重要 な る 理 由 とす る の庫 出税
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な ら始 めか ら一顧の値 も無 い もの で ある 。

　これ を 悪用せ ざるを得 な くなつ て壇石 に

亞 ぐに檜石を以て して もそれ に は 自か ら制

限がある 、 如何に血迷ふ ナこ業者 で も前途 に

市況好轉を豫期 しナこ數年葡 な らい ざ知らす

个 日敢て塀 石をなす の勇氣 も無 い がそれ に

相應す る資金の融通 も利か ぬ
。

　1寸 を 1丈 と兇誤つ て は會の 大幹部 も務 ま

る まい 。

　 この遣繰の綻びか けた命 ロ汐 に逍つ ナこ少

數の者なら 、 大衆の利盆の爲 め 、 或は血涙

を呑ん で 、その犠牧を拱手傍觀する も蓋 し

止むを得な い 時世 もあ る 、 之等は何時の時

何時の世に も在 る もので 、 強い て
一
般酒造

家 には 百害あつ て 一利 なき庫 出税實施 を待

つ 迄 も無 く蓮命 の路を辿 る で あ らう。 こ の

不治重症患者 を捉 へ 來 つ て健康罷 と同列の

下 に 月 旦す るが如きは 、 議論の標凖を如何

處に置 くべ きかの見境 も付か ぬ と言ふ べ き

で あ らう。 確か に 玉 石混交の誹を通 り越 し

て彼等 の腦力爾健在 な りや と反問せざ るを

得 な い 。

3 、
一庫 出米濟の酒類に對 し特 に毎 3 月以降

の持越後 に對 して 多 額の税金 の 立 替納付 を

せ ねばな らぬ 。

−

　 3 月以降の持越酒に對 して 多額の税 金云

h の 多額の文字を何故用 ひた か 、 多額か少

額か 過 古の統計表を繰 つ て見 て b これを重

大 な る理由 と な して 良 心 に 恥 じぬ の か 承 り

度 い 、 組台
・
幹部 な る ものは 、 全國藏出高等

に1恨を逋す事は無いの か 、 言はん が爲 めに

言ふ i淪に對 して只
‘‘

笑殺
”

なる 一・句を呈 L し

681

て置 くσ

　以上を重大 なる理 tbと掲 ぐる事は 、 立派

に庫出税が酒造家に對 して 利盒 ならざる理

由 と して其の儘返上 申上 け る 。

4

　 4 月 1 日を以て庫 出税 に 切 り變 へ た る時

その前 酒造年度の未納税金 を 、 從來酒造家

が國家 に忠實に納税の義務を履行 し來た る

功績一 當然の事で はあ るが一 に對 して

十年年賦の如 き一 今 日の政府 の非募債方

針 と財政邁壓の折栖 出來ぬ 相談では あ ら う

が一
特別便法 で も可能で あ るな らば、酒

造業者 も一息 つ く所であ らうが 、 これ も出

來ぬ 、 而 も附帶條 件の 3 ケ 月獪餘も翌月拂

ひを元則 とす る事になる と云 ふ 、加 之 、 税

務箸の煩は しき檢査は更に 深刻度を檜すで

あ らう ？

　庫出税 となつ て 一體酒造家は何を得 る事

に なる力丶

　昨 日 の論 を今 日 も亦 固執せ ね ばな らぬ と

す る 中央聯合會の面 目が大 切 で あるか 、 我

々 の死活 問題 が重大 で あ る か 、是非 自か ら

明 な る ものがあ ら う。

　金融 に 事缺 か ぬ 銘醸大酒造家が優勝劣敗

を人 爲的に 促 進せ しめ庫 出税な る試練 に濾

過 して
一般酒造家 の激減を策す るな らば 、

それ は个 H 財界不況を人 口過剩 な り と して

一
般 民 衆を饑餓戦線に抛 り出すの と何等異

る所は な い 。 若 しこの庫出課税の鐵鞭 に し

て 一一度 ぴ上 らん か 、 三 百年堅實 と豪華 を以

て 誇 り し業界 も死屍累 々 と して 散を亂 し斯

界の 山野は爲め に 鮮血 を以 て彩 られ る県で

あ らう。
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